
1月29日（日）は田原市議会議員一般選挙、
2月5日（日）は愛知県知事選挙の投票日です06

投票日当日に都合の悪い方は、期日前投票や不在者投票ができます。

▶田原市選挙管理委員会（総務課内）　☎23‐3506

●投票に出掛ける時は、投票所入場券を忘れずに！
　投票所入場券は、田原市議会議員一般選挙と愛知県知事選挙は別のものと
なっています。

【投票時間】　
午前7時～午後8時

【田原市で投票できる方】　
投票日当日に、満18歳以上（市議選挙は平成17年1月30日以前生まれ／知事選挙は平成17年2月6日以前生ま
れ）の方で、令和4年10月21日以前から市内に住所があり、引き続き投票日まで市内に住所のある方。
※知事選挙に限り、転出された方でも転出先が県内の方は、投票できる場合があります。詳しくは、選挙管理委員

会にお問い合わせください。

●投票所
　1月29日（日）・2月5日（日）の投票日における投票所については、以下の通りです。詳しくは、「投票所入場券」
をご確認ください。1月6日（金）以降に市内で転居（転居届を提出）した方は、前住所地の投票所で投票を行うこ
とになりますので、ご注意ください。

●期日前投票
【場所】　
田原市役所・赤羽根市民セ
ンター・渥美文化会館

【期間】　
・田原市議会議員一般選挙
1月23日（月）～28日（土）
・愛知県知事選挙
1月20日（金）～2月4日（土）
※赤羽根市民センター・渥美文化会館は1月23日

（月）からです。
【時間】　
午前8時30分～午後8時

●不在者投票
・入院や施設に入所されている方は、その施設で
不在者投票ができる場合があります。病院などの
担当者にお尋ねください。

・体に重い障害があり、投票に行くことができな
い方は、自宅などから郵送で不在者投票（事前に
登録が必要、資格要件あり）ができます。

・選挙期間中、仕事などで田原市以外の市区町村
に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管
理委員会で不在者投票ができます。お早めに選挙
管理委員会にお問い合わせください。

※1月29日（日）は、市議選挙のみ投票所で投票することができます。

投票区 投票所 投票区 投票所
東部 田原東部市民館 高松 高松市民館
童浦 童浦市民館 赤羽根 赤羽根市民館
童浦第２ 片浜公民館 若戸 若戸市民館
大久保 田原南部市民館 泉 泉市民館
巴江 田原福祉グローバル専門学校 清田 清田市民館
中部 田原中部市民館 福江 福江市民館
加治 田原福祉センター 保美 保美公民館
衣笠 衣笠市民館 中山 中山市民館
神戸 漆田一区公民館 小中山 小中山総合会館
神戸第２ 神戸市民館 亀山 亀山市民館
大草 大草市民館 伊良湖 伊良湖市民館
野田 ふるさと教育センター 堀切 堀切市民館
野田第２ 山ノ神公民館 和地 和地市民館
六連 六連保育園
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